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犬山市議会第７９号議案  

 

   犬山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する条例の一部改正について  

 

 犬山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する 条例の 一 部を改正 する条 例 を別紙の ように 定 めるもの とす

る。  

 

  令和７年１１月２８日提出  

 

                   犬山市長  原   欣  伸   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （説  明）  

 この案を提出するのは、地方公共団体情報システムの標準化等に伴

い、条例の一部を改正するため必要があるからである。  
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   犬山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する条例の一部を改正する条例  

 

 犬山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する条例（平成２７年条例第４０号）の一部を次のように改正す

る。  

 第５条第１項中「市長が教育委員会に対し特定個人番号利用事務を

処理する ために 必 要な利用 特定個 人 情報の提 供を求 め た場合に おい

て、教育委員会が当該利用特定個人情報を提供するとき、及び教育委

員会が市長に対し特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用

特定個人情報の提供を求めた場合において、市長が当該利用特定個人

情報を提供するとき」を「次のとおり」に改め、同項に次の各号を加

える。  

 (1) 市長が教育委員会に対し特定個人番号利用事務を処理するため

に必要な利用特定個人情報の提供を求めた場合において、教育委

員会が当該利用特定個人情報を提供するとき、及び教育委員会が

市長に対し特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特

定個人情報の提供を求めた場合において、市長が当該利用特定個

人情報を提供するとき。  

 (2) 別表第３の照会機関の欄に掲げる機関が、同表の提供機関の欄

に掲げる機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するた

めに必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供

を求めた場合において、同表の提供機関の欄に掲げる機関が当該

特定個人情報を提供するとき。  

 別表第１に次のように加える。  

７  市長  市の事務を処理するために利用する情報システムの機

能であって住登外者（市の住民基本台帳に記録されて

いない者をいう。以下同じ。）を特定する固有の番号

を付番し、管理するもの（以下「住登外者宛名番号管

理機能」という。）による住登外者の情報の管理に関  
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 する事務であって規則で定めるもの  

８  教育

委員会  

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管

理に関する事務であって規則で定めるもの  

 別表第２中  

「  

犬山市子ども医療

費支給条例による

医療費の支給に関

する事務であって

規則で定めるもの  

医療保険関係情報であって規則で

定めるもの  

障害者医療関係情報であって規則

で定めるもの  

母子父子家庭医療関係情報であっ

て規則で定めるもの  

犬山市障害者医療

費支給条例による

医療費の支給に関

する事務であって

規則で定めるもの  

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの  

中国残留邦人等支援給付関係情報

であって規則で定めるもの  

医療保険関係情報であって規則で

定めるもの  

心身障害者関係情報であって規則

で定めるもの  

高齢者医療関係情報であって規則

で定めるもの  

子ども医療関係情報であって規則

で定めるもの  

犬山市母子父子家

庭医療費の支給に

関する条例による

医療費の支給に関

する事務であって

規則で定めるもの  

地方税関係情報であって規則で定

めるもの  

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの  

中国残留邦人等支援給付関係情報

であって規則で定めるもの  
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 医療保険関係情報であって規則で

定めるもの  

障害者関係情報であって規則で定

めるもの  

高齢者医療関係情報であって規則

で定めるもの  

子ども医療関係情報であって規則

で定めるもの  

障害者医療関係情報であって規則

で定めるもの  

犬山市精神障害者

医療費支給条例に

よる医療費の支給

に関する事務であ

って規則で定める

もの  

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの  

中国残留邦人等支援給付関係情報

であって規則で定めるもの  

医療保険関係情報であって規則で

定めるもの  

精神保健及び精神障害者福祉関係

情報であって規則で定めるもの  

自立支援給付関係情報であって規  

則で定めるもの  

子ども医療関係情報であって規則

で定めるもの  

障害者医療関係情報であって規則

で定めるもの  

母子父子家庭医療関係情報であっ

て規則で定めるもの  

後期高齢者福祉医療関係情報であ

って規則で定めるもの  

犬山市後期高齢者  地方税関係情報であって規則で定  
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福祉医療費支給規

則による医療費の

支給に関する事務

であって規則で定

めるもの  

めるもの  

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの  

中国残留邦人等支援給付関係情報

であって規則で定めるもの  

精神保健及び精神障害者福祉関係

情報であって規則で定めるもの  

戦傷病者関係情報であって規則で

定めるもの  

介護保険関係情報であって規則で

定めるもの  

高齢者医療関係情報であって規則

で定めるもの  

障害者医療関係情報であって規則

で定めるもの  

母子父子家庭医療関係情報であっ

て規則で定めるもの  

精神障害者医療関係情報であって

規則で定めるもの  

特別児童扶養手当

等の支給に関する

法律による障害児

福祉手当若しくは

特別障害者手当又

は国民年金法等の

一部を改正する法

律附則第９７条第

１項の福祉手当の

支給に関する事務  

特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律による障害児福祉手当若し

くは特別障害者手当又は国民年金

法等の一部を改正する法律附則第

９７条第１項の福祉手当の支給に

関する情報であって規則で定める

もの  
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であって規則で定

める  

 

                          」  

を  

「  

犬山市子ども医療

費支給条例による

医療費の支給に関

する事務であって

規則で定めるもの  

医療保険関係情報であって規則で

定めるもの  

障害者医療関係情報であって規則

で定めるもの  

母子父子家庭医療関係情報であっ

て規則で定めるもの  

住登外者宛名番号管理機能による

住登外者の情報の管理に関する情

報（以下「住登外者宛名情報」と

いう。）であって規則で定めるも

の  

犬山市障害者医療

費支給条例による

医療費の支給に関

する事務であって

規則で定めるもの  

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの  

中国残留邦人等支援給付関係情報

であって規則で定めるもの  

医療保険関係情報であって規則で

定めるもの  

心身障害者関係情報であって規則

で定めるもの  

高齢者医療関係情報であって規則

で定めるもの  

子ども医療関係情報であって規則

で定めるもの  

住登外者宛名情報であって規則で  
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 定めるもの  

犬山市母子父子家

庭医療費の支給に  

関する条例による

医療費の支給に関

する事務であって

規則で定めるもの  

地方税関係情報であって規則で定

めるもの  

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの  

中国残留邦人等支援給付関係情報

であって規則で定めるもの  

医療保険関係情報であって規則で

定めるもの  

障害者関係情報であって規則で定

めるもの  

高齢者医療関係情報であって規則

で定めるもの  

子ども医療関係情報であって規則

で定めるもの  

障害者医療関係情報であって規則

で定めるもの  

戸籍関係情報であって規則で定め

るもの  

住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの  

犬山市精神障害者

医療費支給条例に

よる医療費の支給

に関する事務であ

って規則で定める

もの  

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの  

中国残留邦人等支援給付関係情報

であって規則で定めるもの  

医療保険関係情報であって規則で

定めるもの  

精神保健及び精神障害者福祉関係

情報であって規則で定めるもの  
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 自立支援給付関係情報であって規

則で定めるもの  

子ども医療関係情報であって規則  

で定めるもの  

障害者医療関係情報であって規則

で定めるもの  

母子父子家庭医療関係情報であっ

て規則で定めるもの  

後期高齢者福祉医療関係情報であ

って規則で定めるもの  

住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの  

犬山市後期高齢者

福祉医療費支給規

則による医療費の

支給に関する事務

であって規則で定

めるもの  

地方税関係情報であって規則で定

めるもの  

生活保護関係情報であって規則で

定めるもの  

中国残留邦人等支援給付関係情報

であって規則で定めるもの  

精神保健及び精神障害者福祉関係

情報であって規則で定めるもの  

戦傷病者関係情報であって規則で

定めるもの  

介護保険関係情報であって規則で

定めるもの  

高齢者医療関係情報であって規則

で定めるもの  

障害者医療関係情報であって規則

で定めるもの  

母子父子家庭医療関係情報であっ  
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 て規則で定めるもの  

精神障害者医療関係情報であって

規則で定めるもの  

住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの  

特別児童扶養手当

等の支給に関する

法律による障害児

福祉手当若しくは

特別障害者手当又

は国民年金法等の

一部を改正する法

律附則第９７条第

１項の福祉手当の

支給に関する事務

であって規則で定

めるもの  

特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律による障害児福祉手当若し

くは特別障害者手当又は国民年金

法等の一部を改正する法律附則第

９７条第１項の福祉手当の支給に

関する情報であって規則で定める

もの  

住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの  

                          」  

に改め、同表に次のように加える。  

７  市長  児童福祉法（昭和２２年法律第１

６ ４ 号 ） に よ る 障 害 児 通 所 給 付

費、特例障害児通所給付費、高額

障害児通所給付費、肢体不自由児

通所医療費、障害児相談支援給付  

費若しくは特例障害児相談支援給

付費の支給又は障害福祉サービス

の提供に関する事務であって規則

で定めるもの  

住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの  

８  市長  身体障害者福祉法（昭和２４年法

律第２８３号）による障害福祉サ  

住登外者宛名情報

であって規則で定  
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 ービス、障害者支援施設等への入

所等の措置又は費用の徴収に関す

る事務であって規則で定めるもの  

めるもの  

９  市長  地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）その他の地方税に関する法

律及びこれらの法律に基づく条例

又は森林環境税及び森林環境譲与

税に関する法律（平成３１年法律

第３号）による地方税又は森林環

境税の賦課徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの  

住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの  

１０  市

長  

国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）による保険給付の支

給又は保健事業の実施に関する事

務であって規則で定めるもの  

住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの  

１１  市

長  

知的障害者福祉法（昭和３５年法

律第３７号）による障害福祉サー

ビス、障害者支援施設等への入所

等の措置又は費用の徴収に関する

事務であって規則で定めるもの  

住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの  

１２  市

長  

児童扶養手当法（昭和３６年法律

第２３８号）による児童扶養手当

の支給に関する事務であって規則

で定めるもの  

住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの  

１３  市

長  

特別児童扶養手当等の支給に関す

る法律による特別児童扶養手当の

支給に関する事務であって規則で

定めるもの  

住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの  

１４  市

長  

児童手当法（昭和４６年法律第７

３号）による児童手当の支給に関  

住登外者宛名情報

であって規則で定  
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 する事務であって規則で定めるも

の  

めるもの  

１５  市

長  

高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）によ

る保険料の徴収又は同法第１２５

条第１項の高齢者保健事業若しく

は同条第５項の事業の実施に関す

る事務であって規則で定めるもの  

住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの  

１６  市

長  

介護保険法（平成９年法律第１２

３号）による保険給付の支給、地

域支援事業の実施又は保険料の徴

収に関する事務であって規則で定

めるもの  

住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの  

１７  市

長  

障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）による

自立支援給付の支給又は地域生活

支援事業の実施に関する事務であ

って規則で定めるもの  

住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの  

１８  市

長  

子ども・子育て支援法（平成２４

年法律第６５号）による子どもの

ための教育・保育給付に関する事

務であって規則で定めるもの  

住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの  

１９  市

長  

児童福祉法による放課後児童健全

育成事業の実施に関する事務であ

って規則で定めるもの  

住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの  

２０  教

育委員会  

学校教育法施行令（昭和２８年政

令第３４０号）による学齢簿の編

製に関する事務であって規則で定  

住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの  
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 めるもの   

２１  教

育委員会  

学校教育法（昭和２２年法律第２

６ 号 ） に よ る 経 済 的 理 由 に よ っ

て、就学困難と認められる児童又

は生徒の保護者に対する援助の実

施に関する事務であって規則で定

めるもの  

住登外者宛名情報

であって規則で定

めるもの  

 別表第２の次に次の１表を加える。  

別表第３（第５条関係）  

照会機関  事務  提供機関  特定個人情報  

１  市長  住登外者宛名番号管理

機能による住登外者の

情報の管理に関する事

務であって規則で定め

るもの  

教育委員会  住登外者宛名

情報であって

規則で定める

もの  

２  教育委

員会  

住登外者宛名番号管理

機能による住登外者の

情報の管理に関する事

務であって規則で定め

るもの  

市長  住登外者宛名

情報であって

規則で定める

もの  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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○犬山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正のための新旧対照表 

新（改正後） 旧（改正前） 

 （提供範囲） 

第５条 法第１９条第１１号の条例で定める特定個人情報を提供することがで

きる場合は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 (1) 市長が教育委員会に対し特定個人番号利用事務を処理するために必要な

利用特定個人情報の提供を求めた場合において、教育委員会が当該利用特

定個人情報を提供するとき、及び教育委員会が市長に対し特定個人番号利

用事務を処理するために必要な利用特定個人情報の提供を求めた場合にお

いて、市長が当該利用特定個人情報を提供するとき。 

 (2) 別表第３の照会機関の欄に掲げる機関が、同表の提供機関の欄に掲げる

機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の

特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同

表の提供機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するとき。 

２  略 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

～
略
～ 

～
略
～ 

７ 市長 市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であ

って住登外者（市の住民基本台帳に記録されていない者をい

う。以下同じ。）を特定する固有の番号を付番し、管理する

もの（以下「住登外者宛名番号管理機能」という。）による

住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるも

の 

８ 教育

委員会 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関

する事務であって規則で定めるもの 

別表第２（第４条関係） 

 （提供範囲） 

第５条 法第１９条第１１号の条例で定める特定個人情報を提供することがで

きる場合は、市長が教育委員会に対し特定個人番号利用事務を処理するため

に必要な利用特定個人情報の提供を求めた場合において、教育委員会が当該

利用特定個人情報を提供するとき、及び教育委員会が市長に対し特定個人番

号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報の提供を求めた場合に

おいて、市長が当該利用特定個人情報を提供するときとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  略 

別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

～
略
～ 

～
略
～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第４条関係） 
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新（改正後） 旧（改正前） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 犬山市子ども医療費支

給条例による医療費の

支給に関する事務であ

って規則で定めるもの 

医療保険関係情報であって規則で定

めるもの 

障害者医療関係情報であって規則で

定めるもの 

母子父子家庭医療関係情報であって

規則で定めるもの 

住登外者宛名番号管理機能による住

登外者の情報の管理に関する情報

（以下「住登外者宛名情報」とい

う。）であって規則で定めるもの 

２ 市長 犬山市障害者医療費支

給条例による医療費の

支給に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

医療保険関係情報であって規則で定

めるもの 

心身障害者関係情報であって規則で

定めるもの 

高齢者医療関係情報であって規則で

定めるもの 

子ども医療関係情報であって規則で

定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

３ 市長 犬山市母子父子家庭医

療費の支給に関する条

例による医療費の支給

に関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

  医療保険関係情報であって規則で定 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 犬山市子ども医療費支

給条例による医療費の

支給に関する事務であ

って規則で定めるもの 

医療保険関係情報であって規則で定

めるもの 

障害者医療関係情報であって規則で

定めるもの 

母子父子家庭医療関係情報であって

規則で定めるもの 

 

 

 

 

２ 市長 犬山市障害者医療費支

給条例による医療費の

支給に関する事務であ

って規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

医療保険関係情報であって規則で定

めるもの 

心身障害者関係情報であって規則で

定めるもの 

高齢者医療関係情報であって規則で

定めるもの 

子ども医療関係情報であって規則で

定めるもの 

 

 

３ 市長 犬山市母子父子家庭医

療費の支給に関する条

例による医療費の支給

に関する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

  医療保険関係情報であって規則で定 
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新（改正後） 旧（改正前） 

  めるもの 

  障害者関係情報であって規則で定め

るもの 

高齢者医療関係情報であって規則で

定めるもの 

子ども医療関係情報であって規則で

定めるもの 

障害者医療関係情報であって規則で

定めるもの 

戸籍関係情報であって規則で定める

もの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

４ 市長 犬山市精神障害者医療

費支給条例による医療

費の支給に関する事務

であって規則で定める

もの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

医療保険関係情報であって規則で定

めるもの 

精神保健及び精神障害者福祉関係情

報であって規則で定めるもの 

自立支援給付関係情報であって規則

で定めるもの 

子ども医療関係情報であって規則で

定めるもの 

障害者医療関係情報であって規則で

定めるもの 

母子父子家庭医療関係情報であって

規則で定めるもの 

後期高齢者福祉医療関係情報であっ

て規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定 

  めるもの 

  障害者関係情報であって規則で定め

るもの 

高齢者医療関係情報であって規則で

定めるもの 

子ども医療関係情報であって規則で

定めるもの 

障害者医療関係情報であって規則で

定めるもの 

 

 

 

 

４ 市長 犬山市精神障害者医療

費支給条例による医療

費の支給に関する事務

であって規則で定める

もの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

医療保険関係情報であって規則で定

めるもの 

精神保健及び精神障害者福祉関係情

報であって規則で定めるもの 

自立支援給付関係情報であって規則

で定めるもの 

子ども医療関係情報であって規則で

定めるもの 

障害者医療関係情報であって規則で

定めるもの 

母子父子家庭医療関係情報であって

規則で定めるもの 

後期高齢者福祉医療関係情報であっ

て規則で定めるもの 
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新（改正後） 旧（改正前） 

  めるもの 

５ 市長 犬山市後期高齢者福祉

医療費支給規則による

医療費の支給に関する

事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

精神保健及び精神障害者福祉関係情

報であって規則で定めるもの 

戦傷病者関係情報であって規則で定

めるもの 

介護保険関係情報であって規則で定

めるもの 

高齢者医療関係情報であって規則で

定めるもの 

障害者医療関係情報であって規則で

定めるもの 

母子父子家庭医療関係情報であって

規則で定めるもの 

精神障害者医療関係情報であって規

則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

６ 市長 特別児童扶養手当等の

支給に関する法律によ

る障害児福祉手当若し

くは特別障害者手当又

は国民年金法等の一部

を改正する法律附則第

９７条第１項の福祉手

当の支給に関する事務

であって規則で定める 

特別児童扶養手当等の支給に関する

法律による障害児福祉手当若しくは

特別障害者手当又は国民年金法等の

一部を改正する法律附則第９７条第

１項の福祉手当の支給に関する情報

であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

   

５ 市長 犬山市後期高齢者福祉

医療費支給規則による

医療費の支給に関する

事務であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報であって規則で定

めるもの 

中国残留邦人等支援給付関係情報で

あって規則で定めるもの 

精神保健及び精神障害者福祉関係情

報であって規則で定めるもの 

戦傷病者関係情報であって規則で定

めるもの 

介護保険関係情報であって規則で定

めるもの 

高齢者医療関係情報であって規則で

定めるもの 

障害者医療関係情報であって規則で

定めるもの 

母子父子家庭医療関係情報であって

規則で定めるもの 

精神障害者医療関係情報であって規

則で定めるもの 

 

 

６ 市長 特別児童扶養手当等の

支給に関する法律によ

る障害児福祉手当若し

くは特別障害者手当又

は国民年金法等の一部

を改正する法律附則第

９７条第１項の福祉手

当の支給に関する事務

であって規則で定める 

特別児童扶養手当等の支給に関する

法律による障害児福祉手当若しくは

特別障害者手当又は国民年金法等の

一部を改正する法律附則第９７条第

１項の福祉手当の支給に関する情報

であって規則で定めるもの 
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新（改正後） 旧（改正前） 

 もの  

７ 市長 児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）に

よる障害児通所給付

費、特例障害児通所給

付費、高額障害児通所

給付費、肢体不自由児

通所医療費、障害児相

談支援給付費若しくは

特例障害児相談支援給

付費の支給又は障害福

祉サービスの提供に関

する事務であって規則

で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

８ 市長 身体障害者福祉法（昭

和２４年法律第２８３

号）による障害福祉サ

ービス、障害者支援施

設等への入所等の措置

又は費用の徴収に関す

る事務であって規則で

定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

９ 市長 地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）その

他の地方税に関する法

律及びこれらの法律に

基づく条例又は森林環

境税及び森林環境譲与

税に関する法律（平成

３１年法律第３号）に

よる地方税又は森林環

境税の賦課徴収に関す

る事務であって規則で 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

 もの  
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新（改正後） 旧（改正前） 

 定めるもの  

１０ 市

長 

国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２

号）による保険給付の

支給又は保健事業の実

施に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

１１ 市 

長 

知的障害者福祉法（昭

和３５年法律第３７

号）による障害福祉サ

ービス、障害者支援施

設等への入所等の措置

又は費用の徴収に関す

る事務であって規則で

定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

１２ 市

長 

児童扶養手当法（昭和

３６年法律第２３８

号）による児童扶養手

当の支給に関する事務

であって規則で定める

もの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

１３ 市

長 

特別児童扶養手当等の

支給に関する法律によ

る特別児童扶養手当の

支給に関する事務であ

って規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

１４ 市

長 

児童手当法（昭和４６

年法律第７３号）によ

る児童手当の支給に関

する事務であって規則

で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

１５ 市 高齢者の医療の確保に 住登外者宛名情報であって規則で定 
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新（改正後） 旧（改正前） 

長 関する法律（昭和５７

年法律第８０号）によ

る保険料の徴収又は同

法第１２５条第１項の

高齢者保健事業若しく

は同条第５項の事業の

実施に関する事務であ

って規則で定めるもの 

めるもの 

１６ 市

長 

介護保険法（平成９年

法律第１２３号）によ

る保険給付の支給、地

域支援事業の実施又は

保険料の徴収に関する

事務であって規則で定

めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

１７ 市

長 

障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支

援するための法律（平

成１７年法律第１２３

号）による自立支援給

付の支給又は地域生活

支援事業の実施に関す

る事務であって規則で

定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

１８ 市

長 

子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６

５号）による子どもの

ための教育・保育給付

に関する事務であって

規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

１９ 市

長 

児童福祉法による放課

後児童健全育成事業の 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 



20 

 

新（改正後） 旧（改正前） 

 実施に関する事務であ

って規則で定めるもの 

 

２０ 教

育委員会 

学校教育法施行令（昭

和２８年政令第３４０

号）による学齢簿の編

製に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

２１ 教

育委員会 

学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）によ

る経済的理由によっ

て、就学困難と認めら

れる児童又は生徒の保

護者に対する援助の実

施に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

別表第３（第５条関係） 

照会機関 事務 提供機関 特定個人情報 

１ 市長 住登外者宛名番号管理機

能による住登外者の情報

の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの 

教育委員会 住登外者宛名情

報であって規則

で定めるもの 

２ 教育委

員会 

住登外者宛名番号管理機

能による住登外者の情報

の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの 

市長 住登外者宛名情

報であって規則

で定めるもの 

 

 


